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「航海訓練装置借入（教務）」仕様書 

                                海上保安学校 

第１章 総 則 

１ 契約概要 

    海上保安学校（以下「当校」という。）におけるＳＴＣＷ条約並びに「船舶職員及び小

型船舶操縦者法」に定める教育訓練等に使用するレーダーＡＲＰＡシミュレータ装置（模

擬視界再現装置付き）を借り入れるもの。 

 

２ 契約件名  航海訓練装置借入（教務） 

 

３ 借入物品  レーダーＡＲＰＡシミュレータ装置 

 

４ 借入数量  １式 

 

５ 納入場所  海上保安学校（京都府舞鶴市字長浜 2001 番地） 

 

６ 借入期間  令和８年９月１日から令和１３年３月３１日（55 ケ月） 

        ※据付調整は借入期間前に完了すること。 

 

７ 契約の条件 

（１）賃貸借料の支払い対象期間は、令和８年９月１日から令和１３年３月３１日までの 55

ヶ月間とする。 

（２）保守料の支払い対象期間は、令和９年９月１日から令和１３年３月３１日までの 43

ヶ月間とし、令和８年９月１日から令和９年８月３１日までの１年間は保証期間として、

保守料の支払い対象期間に含まないものとする。 

（３）借入物品の据付調整に係る経費、賃貸借料、保守料の内訳を明らかにすること。 

また、賃貸借料及び保守料は年割額及び月毎の支払額を明らかにすること。 

 

８ 支払方法  

 下記項目の給付終了に対して、各項毎に提出される適正な請求書に基づき支払うものと

する。 

（１）撤去・据付調整料  借入物品の据付調整後 

（２）賃貸借料      令和８年９月分から令和９年３月分を初年度は年度終了後、 

次年度からは毎二半期終了後 

           （受注業者決定後に支払い条件を協議し、それを適用する。） 

（３）保守料         令和９年９月分から令和１０年３月分を初年度は年度終了後、          

次年度からは毎二半期終了後 

（受注業者決定後に支払い条件を協議し、それを適用する。） 
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９ 一般事項 

（１）納入しようとする物品（借入物品）については、入札申込期日までに別紙「仕様確認

申請書」を提出し、教務課担当職員の審査を受け、承認を得たものとする。 

なお、使用する機器等について品名・規格等が確認できる資料を提出し、海上保安学校が

サプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭できないと判断した場合には、代替品選定やリ

スク低減対策等、海上保安学校と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。 
（２）受注者は、使用目的を考慮し、本仕様書に従い十分な配慮及び善良な注意をもって設

計、製造されたものを納入すること。 

（３）本作業によって発生した廃棄物については、受注者にて適正に処分すること。 

（４）本装置に使用する言語は、日本語又は英語とする。 

（５）本仕様書及び関係図書並びに作業内容を本仕様書の作業以外の目的で第三者に漏洩し

ないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。 

（６）本契約に関し、本仕様書に記載のない事項及び記載内容に疑義を生じた場合は、当校

監督職員と協議すること。 

 

第２章 借入物品等の仕様 

１ 基本仕様 

（１）シミュレータはＳＴＣＷ条約で定められた要件を満たすこと。 

（２）訓練部１及び訓練部２の２箇所のシミュレータを１箇所の操作装置により同一の訓練

シナリオにより訓練が可能なものとする。 

（３）訓練部１及び訓練部２のそれぞれに模擬視界再現装置を備え、同装置の表示部は液晶

モニター３台で構成され、訓練海域（陸岸を含む。）や自船及び周囲を航行する他船の

映像をＣＧ映像でリアルタイムに再現が可能なものとする。 

 

２ 借入機器等 

  借入機器等は第７章で記載する設置場所の広さ及び訓練実施への支障を考慮した大きさ

のものとし、必要に応じ設置場所の確認を行うこと。 

表１ 借入機器等 

（１）教官操作部 

品  名 規 格 数量 備考 

教官操作用モニター 20 インチ程度 １式  

教官用レーダーモニター 20 インチ程度 １個  

映像切替器  １個 レーダー映像用 

国際ＶＨＦ無線電話装置 実機 １個 訓練部１、２と接続 

ハンドセット付 

シナリオ編集・演習用計算機  １式 キーボード、マウス

付き 

模擬視界再生用計算機  １式  

レーダー信号発生用計算機  １式  
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効果音用計算機  １式 性能を他の計算機

に組み込む場合は

省くことができる。 

（２）訓練部１ 

品  名 規 格 数量 備考 

操船コンソール  １個  

レーダーＡＲＰＡ装置  １個  

国際ＶＨＦ無線電話装置 実機 １個 ハンドセット付 

オーバーヘッドパネル  １個 翼角計、速力計、操

舵舵角指示計、回頭

角速度計、時計、風

向・風速計 

効果音用スピーカー  １式  

模擬視界再現用モニター 55 型以上 

左右ベゼル幅 8mm以下 

３個  

 

レーダー用モニター 20 インチ程度 １ レーダーARPA 画面

表示 

 

（３）訓練部２ 

品  名 規 格 数量 備考 

操船コンソール  １個  

レーダーＡＲＰＡ装置  １個  

国際ＶＨＦ無線電話装置 実機 １個 ハンドセット付 

オーバーヘッドパネル  １個 翼角計、速力計、操

舵舵角指示計、回頭

角速度計、時計、風

向・風速計 

効果音用スピーカー  １式  

模擬視界再現用モニター 55 型以上 

左右ベゼル幅 8mm以下 

３個  

レーダー用モニター 20 インチ程度 １ レーダーARPA 画面

表示 

 

（４）その他 

品  名 規 格 数量 備考 

外部記憶装置 HD 又は SSD １式 １ＴＢ以上 

プリンター レーザーA3 対応 １個 納入時のインクト

ナーは受注者負担 
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用紙は当校負担 

非常用電源装置  １式  

 

第３章 性能 

１ 訓練海域等 

（１）訓練海域及び港 

   東京湾、東京港、横浜港、伊勢湾、名古屋港、大阪湾、大阪港、神戸港、明石海峡、 

備讃瀬戸、来島海峡、関門海峡、舞鶴港、Open Sea Area 

（２）訓練海域及び港モデルに定義されるデータ 

その海域・港に対応する海上保安庁発行の海図と同等の情報（水深、航路標識（バー

チャルＡＩＳ航路標識を含む。）、灯火・灯質、航路等）を含んでいること。 

 

２ 模擬船舶モデル 

（１）自船モデル 

① 船種・船型 

以下の船種を含む５隻以上 

ア 海上保安庁所属の 3,000 トン型巡視船 

（ア）ＣＧモデルを作成のうえ運動モデルは同船型又は約 3,000GT の船舶（満載状態）

とする。 

（イ）視点の高さ等ＣＧモデル作成に必要な事項は別途通知する。 

イ 貨物船（約 500GT、満載状態） 

ウ 油槽船（約 150,000GT、満載状態） 

エ 自動車運搬船（約 60,000GT、満載状態） 

オ 高速旅客艇（長さ約 40ｍ、満載状態） 

② 前後進速度調整 

船種、船型に応じた速力（機関回転数又は翼角によるいずれかの調整方法による。） 

③ 針路調整  0～359.9 度 

④ 舵角調整  左右 35 度 

⑤ 舵角追従遅れあり。 

⑥ 回頭角速度あり。 

⑦ 回頭中の速度低下あり。 

（２）他船モデル 

① 船種   10 船種 10隻以上 

② 速度   0～50kt（船種、船型に応じた速力） 

③ 針路調整  0～359 度 

④ ＡＩＳ情報が定義されていること。（ＡＩＳ搭載義務船に限る。） 

⑤ ＳＡＲＴ信号 １隻以上に設定 

（３）シナリオにおける他船モデル設定条件 

隻数   最大 100 隻／１シナリオ 
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変針点  最大 100 点／１隻 

         

３ 教官部 

  次の機能を有し、保存された訓練シナリオの読み込みにより、リアルタイムシミュレー

ションの操作・実行が可能なもの。 

（１）訓練準備 

① 訓練海域の選択、設定 

② 自船モデルの選択、設定 

③ 自船モデルの初期状態（位置、船首方向、速力）の設定 

④ 他船モデル交通流条件の選択、設定 

⑤ 外力条件（風、潮流、波、雨、雨域、視程）の選択、設定 

⑥ 初期地方時間の設定 

（２）訓練中の操作 

① 訓練の開始、一時中断及び再開 

② 他船モデルの制御 

 ア 事前に設定した内容で動作中の他船モデルを手動制御に変更し、任意の針路、速

力の制御が可能であること。 

イ ＳＡＲＴ信号の発信・停止ができること。 

（ＳＡＲＴ信号が設定されている他船モデルに限る。） 

③ 外力条件の変更 

  外力条件（風、潮流、波、雨、雨域、視程）が変更できること。 

④ 自船モデルの視線の変更（視線方向の変更にて 360 度変更ができること。） 

⑤ 視点の変更 

ア 任意に選択した他船モデルからの視点にできること。 

イ 自船モデル直上からの視点にでき、かつ追従すること。 

（高さ、左右の向きを任意に変更できること。） 

ウ 自船モデルの背後からの視点に変更でき、かつ追従すること。 

（距離、高さ、左右の向き、俯角を任意に変更できること。） 

   エ 任意の位置からの視点にできること。 

（高さ、左右の向き、俯角を任意に変更できること。） 

（３）訓練後の評価 

  ① 訓練結果が保存できること。 

  ② 訓練結果の記録を実時間又は早送り再現ができること。 

③ 訓練結果が印刷できること。 

（４）編集 

訓練海域の編集（航路標識の追加、移動及び削除のみ。）ができること。 

 

４ 操船コンソール 

  自船モデルの操縦性能に従う操舵性能等を有した次のものを装備すること。 
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① 手動、オートパイロットが可能な操舵装置 

② レピーターコンパス 

③ 翼角操作レバー又はエンジンテレグラフ 

④ 航海灯及び形象物の点灯、消灯及び掲揚 

⑤ 汽笛の吹鳴 

⑥ 効果音用スピーカー（操船コンソールへの埋め込み又は外付け。） 

⑦ 視線の切替え装置（視線方向の変更にて 360 度変更ができること。） 

５ オーバーヘッドパネル 

  訓練シナリオ及び訓練状況に応じた翼角、船速、操舵舵角、回頭角速度、時計、風向風

速を表示するもの。 

   

６ 模擬視界の表示 

（１）表示部 

  ① 模擬視界の表示部は訓練部１、訓練部２ともに大型モニター３台で構成され、訓練

海域や自船及び周囲を航行する他船の映像を高画質なＣＧ映像でリアルタイムに再

現が可能なもの。 

  ② 大型モニターは 55 型以上及びモニター同士隣り合うフレームの幅（左右のベゼル

幅）は８mm 以下とする。 

（２）表示特性 

   モニター３面により次の視界を表示するもの。 

① 水平視界 105 度以上（視線方向の変更にて 360 度変更可能） 

② 垂直視界 15 度以上 

（３）映像生成ソフトウェア 

3 次元で定義された訓練海域モデル、船舶モデルをフルカラー、フルテクスチャで生

成するもの。 

（４）模擬視界映像 

   次の映像が表示できること。 

  ① 三次元空間を模擬すること。 

② 画像更新レートは１／２５秒程度以上とし、最も自然運動に近いものとする。 

③ 表示再現時刻の切替えが３段階（昼／薄暮／夜）可能なものとし、第３章３（１）  

⑥の初期地方時間に連動して表示すること。 

④ 海上衝突予防法及び海上交通安全法に定める船舶の灯火・形象物 

⑤ 距離による灯火の遠近表現 

⑥ ＩＡＬＡ海上浮標式（Ｂ地域）による航路標識 

⑦ 航路標識の灯火・灯質 

⑧ 陸上の景観（陸上建物を含む。） 

⑨ 夜間陸上の景観及び背景色 

⑩ 天気の表現 

⑪ 霧の発生（視界制限の段階的な変更） 
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⑫ 降雨の表現 

⑬ 波の表現 

⑭ 視線の変更 

⑮ 視点の変更（モニター１面以上に表示できること。） 

 ア 任意に選択した他船からの視点 

イ 自船直上からの視点にでき、かつ追従するもの。 

（高さ、左右の向きを任意に変更できること。） 

ウ 自船の背後からの視点に変更でき、かつ追従するもの。 

（距離、高さ、左右の向き、俯角を任意に変更できること。） 

   エ 任意の位置からの視点 

（高さ、左右の向き、俯角を任意に変更できること。） 

 

７ レーダーＡＲＰＡ装置 

国土交通省型式承認、総務省型式検定合格のレーダーＡＲＰＡ装置の実機指示部とする。 

① 指示器 

27 型カラーLCD 又は 23.1 型カラーLCD 

 ② 表示モード 

ヘッドアップ、ノースアップ、コースアップ、相対運動、真運動 

③ レンジ 

0.125／0.25／0.5／0.75／1.5／3／6／12／24／48／96 nm 

④ 操作有効項目 

レンジスイッチ、表示モード、感度、海面反射除去、雨雪反射除去、干渉除去、 

同調、パルス幅切替え、ＥＢＬ（２本表示可能）、ＶＲＭ（２本表示可能） 

なお、感度、海面反射除去、雨雪反射除去及び同調は手動調整が可能で調整内容が

レーダー映像に反映されること。 

⑤ ＡＲＰＡ／ＡＩＳ機能（バーチャル AIS 航路標識を含む。） 

各 20 点以上 

 

８ レーダー映像 

① 海岸線 

国土地理院の陸地データーベース等による実際のレーダー映像と比較して遜色がな

いもの。 

② ＳＡＲＴ信号 

他船から発信するもの。 

③ レーダービーコン 

局コード、周期によるもの。 

④ クラッタ― 

海面反射、雨雪反射、受信機雑音 

⑤ 干渉、偽像 
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レーダー干渉、偽像 

 ⑥ その他 

   感度調整及び同調調整（同調指示バーの連動を含む。）のレーダー映像への反映 

 

９ 音響 

  訓練シナリオ及び自船操船・操作に応じた汽笛等の音響が出力されること。 

 

１０ ＶＨＦ国際無線電話装置 

①  教官部と訓練部１及び訓練部２との模擬通話用として使用するもの。 

②  既設の教官部と訓練部３及び訓練部４との模擬通話用のものとは独立した電気配線

（有線）とすること。 

③ 装置は実機としチャンネル変更による通話が可能であること。 

 

１１ 外部記憶装置 

  訓練シナリオ等のデータのバックアップが出来ること。 

 

１２ 印刷機能 

プリンターにより次の訓練結果の印刷が可能であること。 

 ① 航跡表示図（自船・他船航跡、航路帯その他補足情報） 

 ② 操船状況図（主機回転数、エンテレグラフ位置、舵角、速力等の時系列表示図） 

 ③ 評価者のコメント（訓練中に記録されたコメント等） 

 

第４章 電源設備 

１ 当該装置の電源は監督職員の指示する分電盤から受電、配線接続し必要な配線の覆いを

施すこと。 

 

２ 当該装置の交流用機器の電源（AC100V）及び直流用機器の電源（DC24V）を供給するため

の電源装置を設置すること。 

 

３ 停電等による電力供給が停止した場合、シナリオ編集・演習用計算機を安全に停止でき

るよう無停電電源装置を設置すること。 

 

第５章 装置の架台等 

  借入機器を格納、設置する架台等は受注者が準備するものとする。 

 

第６章 納入装置資料 

  表２の図書（全て日本語）を２部提出すること。 

  なお、差し替えが必要となった都度、差し替え用紙を提供すること。 
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表２ 提出図書等 

番号 名  称 

１ 総合系統図 

２ 相互機器接続図 

３ 機器配置図・配線図 

４ 操作説明書（ソフトウェア操作編） 

５ 操作説明書（データ編集編） 

６ 自船船型モデルの諸元表 

（長さ、幅、トン数、船速、船舶運動諸元等） 

７ レーダーＡＲＰＡ装置 取扱説明書 操作要領書 

８ ＶＨＦ無線電話 取扱説明書 操作要領書 

９ 外寸図 

操舵スタンド／航海コンソール、レーダーＡＲＰＡ装置、ＶＨＦ無線電話、

オーバーヘッドパネル 

１０ 検査成績書 

 

第７章 撤去・据付調整 

１ 既設装置の撤去、新設装置の搬入、据付、配線、調整等に必要な資機材、消耗品及びそ

の他必要な経費は全て本契約に含まれるものとする。 

 

２ 表３に示す「撤去対象機器」の取り外しを設置場所にて行うこととする。 

 

３ 既設装置の配置及び新設装置の設置場所の大きさは添付の既設航海訓練装置配置図のと

おり。 

 

４ 新設装置の据付にあたっては設置場所の広さ及び訓練実施への支障がないことを考慮す

ること。 

 

５ 既設装置の撤去及び本装置の搬入に際しては、本校業務に支障を来たさないようにし当

校施設及び物品に損傷等を与えないように十分な措置を講ずること。 

  なお、故意又は重大な過失により本校施設及び物品に損害を与えた場合は、受注者が賠

償、復旧するものとする。 

 

６ 表３に示す「撤去対象機器」の運搬及び廃棄を適切に行うこととする。 

 

７ 運搬作業までに、計算機等に含まれるシミュレータ専用ソフトウェアおよびその他のす
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べてのデータを復元不可能な状態に消去することとする。 

  消去終了後は撤去又は破壊報告書等を作成して監督職員に提出すること。 

 

表３ 撤去対象機器一覧表 

（１） 教官操作部 

番号 品名 メーカ 型式 数量 

１ 教官用モニター（23.8'ＴＦＴ） デル P2419H 1 

２ プリンタ EPSON LP-S6160 1 

３ レーダーモニタ(確認用) HP P19A 1 

４ 表示切替器 サンワサプライ SWW-21VLN 1 

５ 模擬ＶＨＦ継装置   1 

（２） 訓練部１ 

番号 品名 メーカ 型式 数量 

１ 操船コンソール(タッチモニター含む) 日本海洋科学 CN-03 1 

２ IO 制御、Conning、音響用計算機  デル Precision T3440 1 

３ 頭上計器盤表示用計算機 デル Precision T3440 1 

４ 頭上計器用モニター デル P2319H 3 

５ 景観表示モニター SONY KJ-55A8H 3 

６ スピーカー Fostex PM0.4c(B) 1 

７ 映像用計算機  デル Precision T3640 3 

８ レーダー制御部 古野電気 RPU-025 1 

９ レーダーモニタ 古野電気 MU-231 1 

１０ レーダーモニタ(確認用) I/O DATA LCD-AD192SEDSB-A 1 

１１ 映像分配器 サンワサプライ VGA-SP2  

１２ 模擬ＶＨＦ継装置   1 

（３） 訓練部２ 

番号 品名 メーカ 型式 数量 

１ 操船コンソール(タッチモニター含む) 日本海洋科学 CN-03 1 

２ IO 制御、Conning、音響用計算機  デル Precision T3440 1 

３ 頭上計器盤表示用計算機 デル Precision T3440 1 

４ 頭上計器用モニター デル P2319H 3 

５ 景観表示モニター SONY KJ-55A8H 3 

６ スピーカー Fostex PM0.4c(B) 1 

７ レーダー制御部 古野電気 RPU-025 1 

８ レーダーモニタ 古野電気 MU-231 1 

９ AC/DC 電源 古野電気 PR-241 1 
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１０ レーダーモニタ(確認用) I/O DATA LCD-AD192SEDSB-A 1 

１１ 映像分配器 サンワサプライ VGA-SP2  

１２ 模擬ＶＨＦ継装置   1 

（４） ラック部 

番号 品名 メーカ 型式（暫定） 数量 

１ 主計算機 デル Precision T3640 1 

２ 映像用計算機  デル Precision T3640 6 

３ レーダ信号発生器用計算機 デル Precision T3440 2 

４ PC 切替器(4 切替) ATEN CS1734B 1 

５ UPS(750VA) 
シュナイダー 

エレクトリック 
BE750M2-JP 1 

６ スイッチングハブ(16 ポート) Buffalo LSW4-GT-16NSR 1 

 

第８章 技術講習 

搬入据付、試運転、各部調整、作動確認を行った後の借入期間開始前に、当校ＲＡＳ

担当教官に対して装置の取扱い、操作及び保守に関する所要の技術講習等を行うこと。 

 

第９章 性能検査用シナリオの作成 

   当校検査職員が装置の性能を確認及び検査をするための次の要件で作成された性能検

査用訓練シナリオ１個を作成すること。 

（１）訓練海域 

   東京湾 

（２）自船モデル 

 訓練部１に第３章２（１）に記載の巡視船、訓練部２に貨物船を設定 

（３）他船モデル 

①  船種   10 船種以上 

②  隻数   100 隻 

③  変針点  １隻あたり 100 点 

④ ＳＡＲＴ信号設定  １隻以上 

 

第１０章 機器の規格等 

１ 機器の規格 

借入れる機器等は、極力、次の規格により構成されたものであること。 
  ① 日本工業規格（JIS） 
  ② 日本電気工業会規格（JEM） 
  ③ 日本電線工業会規格（JCS） 

④  国際電気標準会議（IEC） 
⑤  国際標準化機構（ISO） 
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２ 機器に使用する材料、部品及び製品 
借入れる機器に使用する材料、部品及び製品のうち「国等による環境物品等の調達の推

進に関する法律（グリーン購入法）」（平成 12 年法律第 100 号）、「環境物品等の調達の推進

等に関する基本方針」（平成 13 年 1 月 31 日閣議決定）において「特定調達品目」として定

められているものについては、同基本方針の「判断の基準」及び「配慮事項」に適合する

材料、部品及び製品を使用すること。 
 

第１１章 保証 

１ 借入期間の開始から１年間は保証対象期間とし、保証対象期間中、当校側の責に因らな

い故障等が発生した場合、当校からの連絡後、遅くとも２日以内に、その原因を早急に調

査、特定するとともに、迅速に復旧すること。 

２ 上記の復旧に要する修理費用は全て受注者の負担とする。 

３ 修理に長期間を要する等、当校の業務に支障を来たすおそれのある場合又は修理不能等

により求められる機能が果たせなくなった場合には機器の入れ替えを行うなど、誠意をも

って善処すること。 

第１２章 保守 

１ 一般事項 

（１）保守作業は、発生した障害等への障害対応と定期点検とする。 

（２）保守作業は、監督職員の立会いを得て実施し、作業終了後は監督職員に作業報告書を

提出し確認を受けること。 

（３）障害対応に伴う部品の交換が必要な場合の部品代の経費は、当校と受注者が協議のう

え決定する。（当校が負担する場合は別途契約する。） 

（４）定期点検に伴い必要となる機材及び消耗品の調達、交換、その他の必要な経費は、受

注者が負担すること。 

（５）障害及び機器の異常の原因が本装置の設計、製造技術に起因する場合の復旧費用は全

て受注者の負担とする。 

（６）機器のＯＳのバージョンアップをする場合は、正常に装置が使用できるバージョンア

ップを行い、作業終了後は監督職員に作業報告書を提出し確認を受けること。 

（７）機器の保守等のため記憶媒体を使用するときは、ウイルスチェックを実施したものを

使用すること。 

（８）本契約を履行するにあたり疑義を生じた場合は、監督職員等と協議のうえ決定するこ

と。 

 

２ 障害対応 

当該機器類に障害等が発生した場合は、現地での対処方法を速やかに検討し、正常に使

用できるよう早期の復旧に努めること。 

  なお、現地での作業により難い場合は、電話等によりＲＡＳ担当教官等に対し対処方法

を教示すること。 

 

３ 定期点検 

（１）実施時期 

定期点検は、年２回（令和８年度は１回）実施し、以下の期間中に実施すること。 

①  令和８年度 
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９月１日から３月 31 日の間 

②  令和９年度以降 

第１回 ４月１日から９月３０日の間 

第２回 １０月１日から３月３１日の間 

ただし、定期点検の間隔は４か月以上とする。 

 

（２）点検内容 

   次に掲げる事項について点検を実施すること。 

   異常があれば速やかに復旧し、点検終了後は点検の結果を記載した「定期点検報告書」

を作成・提出し、監督職員の確認を受けること。 

  ① 操船シミュレーターシステム 

    教官操作卓において次の操作を確認する。 

   ア 自船モデル及び訓練シナリオの選択 

     自船モデル及び訓練シナリオを検索して選択が可能であること。 

イ 訓練シナリオの発停 

     訓練シナリオの開始、一時中断、再開、終了及び保存ができること。 

   ウ 自然環境の制御 

     訓練シナリオ動作中、風、潮流、波、雨及び視程を任意に制御できること。 

   エ 他船モデルの制御 

     訓練シナリオ動作中、事前に設定した内容で動作中の他船モデルを手動制御に変

更し、任意の針路、速力の制御が可能であること。 

   オ 視線の切替え 

     自船モデルの視線方向の切替えにより 360 度の視線変更が可能であること。 

   カ 視点の切替え 

（ア）任意に選択した他船からの視点の映像にできること。 

（イ）自船直上からの視点にでき、かつ追従する映像にできること。 

（ウ）自船の背後からの視点に変更でき、かつ追従する映像にできること。 

 （エ）任意の位置からの視点の映像にできること。 

   キ 訓練結果の再現 

  訓練結果の再現ができること。 

ク 訓練シナリオの作成、編集及び管理 

  訓練シナリオの作成、編集及び管理ができること。 

ケ 訓練結果等の印刷 

  訓練結果等が印刷できること。 

  ② レーダーＡＲＰＡ装置 

    次の作動及び表示を確認すること。 

   ア 同調 

     手動により調整ができ、調整内容（同調指示バーの連動を含む。）がレーダー映

像に反映されること。 

   イ 感度 

     手動により調整ができ、調整内容がレーダー映像に反映されること。 

   ウ 海面反射除去 
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     手動により調整ができ、調整内容がレーダー映像に反映されること。 

   エ 雨雪反射除去 

     手動により調整ができ、調整内容がレーダー映像に反映されること。 

   オ 岸線の表示 

     訓練海域に応じた岸線の映像が適切に表示されること。 

   カ 物標の表示 

     訓練シナリオに応じた他船、航路標識等の映像が適切に表示されること。 

   キ 捕捉・追尾等 

     手動により物標の捕捉が行え、当該物標が自動追尾されるとともに当該物標のデ

ータが表示されること。 

  ③ 操船コンソール 

   ア 自船モデルの操船、操作に正しく同期した機器、自船モデルの作動、運動が行え

ること。 

   イ 視線の切替えができること。 

  ④ オーバーヘッドパネル 

    訓練シナリオ及び訓練状況に応じた翼角、船速、舵角、回頭角速度、時計、風向風

速を表示すること。 

  ⑤ 模擬視界表示部 

    訓練シナリオ及び訓練状況に応じた映像が正しく表示されること。 

 

４ 連続運転試験 

  障害対応及び定期点検を実施した後は全機器を作動させ２時間連続運転を行い、各機器

が正常に作動することを確認すること。 
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別紙

令和　　年　　月　　日

　(競争参加者の)

住　　所

商号又は名称

代表者名　　　　　　　　　　　　　

※以下は押印を省略する場合のみ記載すること。
（連絡先は２以上記載すること）
本件責任者（会社名・部署名・氏名）：
担当者（会社名・部署名・氏名）：
連絡先１：
連絡先２：

仕様確認申請書

　　支出負担行為担当官

海上保安学校長　　殿

貴庁が公示した入札公告「航海訓練装置借入(教務)」について、カタログ等物品の
仕様確認に必要な資料を添えて申請します。



別添

※合否
の判定

1 合・否

2 合・否

3 合・否

4 合・否

5 合・否

6 合・否

7 合・否

8 合・否

9 合・否

10 合・否

11 合・否

12 合・否

13 合・否

14 合・否

15 合・否

最終判定
※

合　・　否

件　名　　航海訓練装置借入(教務)

※欄は、海上保安学校で使用するので記入しないで下さい。

品　　目 規　格　等 数量 備　　考


